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併せて違反の早期是正を目標とした違反処理
体制の充実強化を図り、効果的・効率的に予防
行政を推進するため、令和３年度に査察係を新
設（２名）し、令和４年度からは福岡県違反是正
支援アドバイザーに登録され、違反是正実務研
修（Ｂ区分）の受け入れや福岡県違反是正事例研
究会での助言等を行っている。

当本部独自の取り組みとしては、令和４年度
から全国に先駆けて「防火管理再講習のオンデ
マンド配信」を実施（当本部は、付加条例で選任
されている全ての防火管理者に再講習義務があ
るため。）している。この取り組みについては、令
和４年度の総務省消防庁予防業務優良事例表
彰を受賞している（ 本誌の令和６年１月号に掲
載。興味のある方はぜひご一読ください）。

占有者が設備設置に非協力的であった事例
◯本事例の要旨

立入検査履歴のない未把握防火対象物に、職
員が私的に利用した際の情報を基に立入検査を
実施したところ、自動火災報知設備（以下「自火
報」という。）未設置を含む多数の違反があるこ
とが判明した。所有者は違反是正意志を示し、
自火報設置に向けて進んでいたが、２階の占有
者（住宅の賃借人）が設置工事に非協力的であっ
たことから当該部分の設置工事が進まなかった

ため、可能な手段を検討し、防火対象物の関係
者に対して様々な角度からアプローチを行い違
反是正に結びつけた事例である。
◯覚知時の防火対象物概要
・鉄骨造一部木造
・地上２階建て
・延べ面積：372.08㎡
（１階：222.44㎡、２階：149.64㎡）

・飲食店（⑶項ロ）
（１階：飲食店、２階：一般賃貸住宅）

・収容人員：55人
・設置消防用設備等：消火器、誘導灯
・関係者

所有者：Ａ

管内概要（構成市紹介）

訓練風景
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に事務移管 
　※�公表該当違反であり、改善報告書及び着工

届が提出されたものの建物全体への自火報
設置が滞っていることから、本部（予防課）
に事務移管して対応することとなった。

・令和３年11月８日：勧告書交付
【記載違反事項】
①防火管理者未選任
②消防計画未作成
③消防訓練未実施
④防炎物品未使用（じゅうたん、のれん）
⑤�消火器未設置（２階部分）、消火器標識未設置
（１階部分）

⑥自火報未設置（建物全体）
　※公表該当違反
⑦誘導灯不点灯
⑧消防用設備等点検未実施・未報告
・令和３年12月８日：改善報告書提出（勧告書）

�所有者Ａから改善報告書が提出され、改善報
告書には令和４年１月中に改善予定と記載さ
れ、是正が進むものと思われた。

・�令和３年12月６～10日：係員が熊本市消防
局で実務研修【区分Ａ】を受講
◯問題発生

Ａから「２階に居住するＣが設置工事に非協
力的であるため、２階部分の設備に着工できな

管理者：Ｂ（管理会社）
占有者：Ｃ（２階住居居住）

（以下それぞれ「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」という。）
◯経過（警告書交付前）
・令和３年７月１日：立入検査（消防署）

�自火報未設置等、重大違反を含む多数の違反
を確認

・令和３年７月９日：立入検査通知書交付
・令和３年８月９日：改善報告書提出
・�令和３年８月10日：公表（当本部では、立入

検査結果通知書を交付してから30日後に公表
することとしている。）

・令和３年９月３日：自火報着工届出書提出
・�令和３年11月４日：消防署から本部（予防課）

現場入口（１階：飲食店、２階：住居）

消防本部における行政指導
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い」との情報を入手。令和３年11月１日に１階
の設置工事は完了したが、（１階のみ自火報通
電）２階の設置工事が行われない状態となってい
ることが分かった。

令和４年２月15日、Ａが甲種防火管理講習
を受講し、修了後、令和４年２月21日に防火管
理者選任届出書及び消防計画作成届出書が提
出された。なお、令和４年２月17日、自火報未
設置違反等に対して警告書を交付するための違
反調査を実施した。本違反調査は、熊本市消
防局での研修を受けた係員が新型コロナウイル
スの濃厚接触者となり、出勤停止となったため、
私と設備担当（指導係）から１名応援を受け、２
名での実施となった。

違反調査により、自火報が１階しか設置され
ていない事実を現認した。

ＡとＢは、違反調査時に警告書の交付に納得
しておらず、「Ｃのせいで設置できないのに納得
できない。Ｃに警告をしてくれ。警告書を交付
されても受け取らない」などと主張し、質問調
書への署名押印を拒否したが、その後も「命令
の名宛人は所有者であること」を毅然とした態
度で説明した（消防法第17条の４に基づく命令
の名宛人は「関係者で権原を有するもの」であ
り、所有者Ａであることをしっかりと説明した）。

また、違反調査時の聞き取りでＣが、Ａをは
じめ、特にＢとの関係が元々悪かったことも設備
の設置が進まない理由であることを把握できた。
◯警告書交付後の経過
・令和４年３月１日：警告書交付

消防本部にて、Ａに手交
【警告事項】
①�令和４年５月31日までに、消火器を政令で定

める技術上の基準に従って設置すること（消
火器を２階に設置）。

②�令和４年５月31日までに、自火報を２階に設
置すること。
自火報の未設置部分が２階部分のみであるこ

とから、上位措置に移行すべきか意見が分かれ
た。しかし、違反対象物の把握時点で「違反是
正進捗管理表」を作成し、警告・命令までのス

ケジュールを定めている熊本市消防局の対応を
見本とし、係員が研修で学んできた成果を生か
して躊躇なく警告書交付を行った。

なお、警告書の履行期限は、３か月後の令和
４年５月31日までとした。
◯顧問弁護士への確認

その後も違反が是正されないこと（Ｃ、Ａ及び
Ｂの関係も改善しない。）から当本部で契約して
いる顧問弁護士に質問を行った。
問�：消防用設備等（自火報）の設置義務がある建

物で、管理会社から「２階の占有者（専用住
宅で家賃を支払って入居している方）が自宅
内に入って自火報を設置することを拒んでい
るため改善が進まない。室内に入れてくれな
いため、占有者に命令してくれ」と言われた。
占有者に対して命令はできないか。
答�：占有者に対しては、命令（行政処分）はでき

ない。
問�：強制的に入って設置や設置を拒むことを理

由に入居者を退去させることは可能か。
答�：強制的に入ることはできない。所有者が何

度も申し入れているのに対応しない場合は、
強制的に契約を解除することはできる。しか
し、実際は裁判費用や時間もかかる。消防サ
イドから占有者を説得する対応は問題ないと
の助言があった。
◯アプローチを変える

当初は、消防としてＣと直接話すことはなかっ

自火報受信盤
※�通電されているが、２階が未設置のための２階部分の警戒区
域の記載はない。
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た（コロナ禍で、積極的な現地出向ができなかっ
たことや設置工事の実施については、所有者と
占有者間の民事上の問題であることも理由に
あった。）が、警告書交付後は、ＢとＣとの関係
が更に悪くなり、Ｃと直接話をすることが早期
是正に効果的であると判断し、消防としてもＡ
とＣのパイプ役となるように対応することとし、
Ｃに直接消防用設備等の設置の必要性及び設置
協力について説明することとした。

余談だが、Ｃは「自分の家の天井裏などにな
ぜ第三者を入れないといけないのか？」「猫が怖
くて逃げだすかもしれない」「Ｂからお詫びの言
葉がない」等様々な主張をしていた。
◯報告徴収権の活用

結果的にＣに対して消防から何度もアプロー
チ（電話、インターフォン、玄関前での説明）し
たことで、令和４年４月中旬、Ｃから「５月以
降であれば設置工事に応じることができる」と
の発言を引き出すことができ、「これは、改善へ
のチャンス！　この機を逃さない！」と考え、係
員の提案により、熊本市消防局で研修した際に
ご教示いただいた、消防法第４条に基づく報告
徴収権（以下「報告徴収」という。）を活用しよう
ということになった。

報告徴収を活用した理由としては、自宅内に
入られるのを拒んでいたＣの心が動いたチャンス

を逃さずＡと連携を取らせ、文面として提出さ
せることが大事だと考えたためである。
・�令和４年４月28日：Ａに対して報告徴収書を

交付（報告期限は、５月20日までとした。）
【報告徴収事項】

「設備設置への工程について、具体的な報告を
求める」と記載した。

結果的には、徴収報告書がＡから提出された
のは、２階の自火報設置工事完了の２日後で
あったが、関係が冷え切っていたCとAとを再度
結びつける上での一つのカードになったのではな
いかと考えている。

なお、Ｃから「５月以降であれば設置工事に
応じることができる」の発言を聞き逃さず、消防
から設備業者へ電話、２日間で工事を終わらせ
られたことも早期是正に繋がったと思われる。
◯その後の経過
・�令和４年５月22日：２階の自火報設置工事

完了
・令和４年５月23日：設備設置届出書受理
・令和４年５月24日：徴収報告書受領
・�令和４年５月27日：完成検査（是正完了、公

表解除）その際、消火・避難訓練を実施
◯良かった点と反省点

今回良かった点としては未把握対象物であっ
たにも関わらず、覚知後すぐに立入検査を行い、

アプローチを変える
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是正されなければ速やかに上位措置に移行、相
手のペースに巻き込まれることなく、履行期限を
設けながら消防が主導して是正指導を行うこと
ができたことである。

また、反省点としては、消火器標識未設置や
防炎物品未使用の軽微な違反について、提出さ
れた改善報告書により改善したものと判断し是
正確認を行っておらず、その後に実施した違反
調査時に改善されていないことが判明し後手に
回った点である。

コロナ禍で軽微な違反に対して積極的に現地
確認を行っていなかったこともあるが、今後は軽
微な違反であっても、積極的にアプローチし是
正を促すとともに、早期の是正確認を徹底する
こととした。

終わりに（余談）
当方は、違反是正担当となり、４年目となっ

た。消防吏員の職を拝命し25年を経過したが、
職歴の大半が救助隊で予防行政とのかかわりは
立入検査ぐらいであった。

４年ほどの経験であるが、違反是正をするた
め建物関係者と様々な角度で話をしてきた。関
係者の改善意欲を上げるために特に大事だと感

じたことは、「（建物関係者に）どのような理由（思
い）があって消防法違反となったのか」という言
い分をまずは傾聴することである。傾聴後、消
防も共に改善方法を考えるというスタンスの方
が違反是正に繋がるということが分かった。ま
た、「類似対象物の過去の火災事例を伝える」こ
とも火災に対する危機感を持たせるために大切
だと思った。

これからも、違反是正に関しては、一つひとつ
の事案に対して積極的に取り組み、職員がワン
チームになって予防行政を推進していきたい。

春日・大野城・那珂川消防
組合消防本部公式マス
コットキャラクターKON助
（こんすけ）

通報訓練

職員紹介（左から、再任用職員、筆者、消防長、係員）


